
 

小諸市週休２日工事の実施フロー 

 

工事発注時 

・発注者は特記仕様書等に当該工事が対象工事である旨を記載する。 

↓ 

入札・契約 

↓ 

受注者が週休 2日による施工を希望する場合 

↓ 

施工計画書提出時 

・受注者は休日取得計画表（任意様式）及び週休２日工事の実施に係る

協議書（任意様式）を施工計画書に添付して、施工協議簿等とともに工事

監督員へ申し出る。工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性

を確認する。 

↓ 

現場施工中 

・受注者は週休 2日工事実施要領の定めにより、週休２日を実施する工事

である旨を工事現場において看板等により明示する。 

・受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、

前日までに監督員の承諾を得る。 

・受注者は毎月初めに、前月分の休日取得実績表（任意様式）を監督員

に提出する。 

・週休２日を確保しつつ、天候の不良、関連工事への調整の協力等受注

者の責めに帰すことができない事由により工期を延長する必要が生じた場

合は、受注者は工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとす

る。 

↓ 

現場施工完了後 

・受注者は、現場施工終了後「週休２日」の実施状況を確認できる休日取

得実績表（任意様式）を提示する。 

・工事監督員は、対象期間における現場閉所の状況に応じて、設計変更

により経費の補正を行う。 

 

※休日取得計画・実績表は任意様式としますが、対象日数、閉所日、閉所日数、閉所率が明記

されているものをご提出ください。 


